
５－１　秦野市の騒音に係る規制基準

午前6時から
午前8時

午前8時から
午後6時

午後6時から
午後11時

午後11時から
午前6時

朝 昼 夕方 夜

騒音規制法
（第１種地域）

45デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下

神奈川県生活環境の保全等に
関する条例

45デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下

騒音規制法
（第２種地域）

50デシベル以下 55デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下

神奈川県生活環境の保全等に
関する条例

50デシベル以下 55デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下

騒音規制法
（第３種地域）

60デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下

神奈川県生活環境の保全等に
関する条例

60デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下

騒音規制法
（第４種地域）

65デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下 55デシベル以下

神奈川県生活環境の保全等に
関する条例

65デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下 55デシベル以下

騒音規制法
（無指定）

神奈川県生活環境の保全等に
関する条例

75デシベル以下 75デシベル以下 75デシベル以下 65デシベル以下

工業専用地域

工業地域

※工業専用地域では「騒音規制法」の規制基準は適用されないが、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の規制基準値は適用される。

※騒音について規制する地域及び規制基準の指定は、「平成24年4月1日秦野市告示31号」による。

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
その他の地域
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近隣商業地域
商業地域
準工業地域

秦野市が指定する用途地域 適用法令

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域



５－２　秦野市の振動に係る規制基準

午前8時から午後7時 午後7時から午前8時

朝・昼 夕・夜

振動規制法
（第１種区域のⅠ）

60デシベル以下 55デシベル以下

神奈川県生活環境の保全等に関する条例 60デシベル以下 55デシベル以下

振動規制法
（第１種区域のⅡ）

65デシベル以下 55デシベル以下

神奈川県生活環境の保全等に関する条例 65デシベル以下 55デシベル以下

振動規制法
（第２種区域のⅠ）

65デシベル以下 60デシベル以下

神奈川県生活環境の保全等に関する条例 65デシベル以下 60デシベル以下

振動規制法
（第２種区域のⅡ）

70デシベル以下 60デシベル以下

神奈川県生活環境の保全等に関する条例 70デシベル以下 60デシベル以下

振動規制法
（無指定）

神奈川県生活環境の保全等に関する条例 70デシベル以下 65デシベル以下

※振動について規制する地域及び規制基準の指定は、「平成24年4月1日秦野市告示33号」による。
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秦野市が指定する用途地域 適用法令

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
その他の地域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域

工業地域

工業専用地域

※工業専用地域では「振動規制法」の規制基準は適用されないが、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の規制基準値は適用され
ます。



５－３　秦野市の騒音に係る環境基準

昼間（6時から22時） 夜間（22時から6時）

AA
（特に静穏を要する地域）

一般地域（道路に面する地域以外） 55デシベル以下 45デシベル以下

２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下

幹線交通を担う道路に近接する空間 70デシベル以下 65デシベル以下

一般地域（道路に面する地域以外） 55デシベル以下 45デシベル以下

２車線以上の車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下

幹線交通を担う道路に近接する空間 70デシベル以下 65デシベル以下

一般地域（道路に面する地域以外） 60デシベル以下 50デシベル以下

車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下

幹線交通を担う道路に近接する空間 70デシベル以下 65デシベル以下

環境基準がない地域 工業専用地域

※「道路に面する地域とは、自動車の運行に伴う騒音が支配的な音源である地域をいう。

　（２）（１）に掲げる道路を除くほか、道路運送法第2第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。

※「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により、特定された範囲をいう。

　（１）２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路　１５メートル

　（２）２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路　２０メートル
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時間及び基準値

A
（専ら住居の用に供される地域）

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

地域の区分

B
（主として住居の用に供される地域）

C
（相当数の住居と併せて商業、工業等

の用に供される地域）

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
その他の地域

地域類型 秦野市が指定する用途地域

※この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。

※騒音に係る環境基準は、「騒音に係る環境基準について（平成10年9月30日環境庁告示第64号（改正：平成24年3月30日環境庁告示第54号）」による。

※騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定は、「平成24年4月1日秦野市告示30号」による。

　（１）道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。）

※「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。

※「車線」とは、一縦列の自動車（二輪のものを除く。）が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。



５－４　秦野市の自動車騒音に係る要請限度

昼間（6時から22時） 夜間（22時から6時）

１車線を有する道路に面する区域 65デシベル 55デシベル

２車線以上の車線を有する道路に面する区域 70デシベル 65デシベル

幹線交通を担う道路に近接する区域 75デシベル 70デシベル

１車線を有する道路に面する区域 65デシベル 55デシベル

２車線以上の車線を有する道路に面する区域 75デシベル 70デシベル

幹線交通を担う道路に近接する区域 75デシベル 70デシベル

車線を有する道路に面する区域 75デシベル 70デシベル

幹線交通を担う道路に近接する区域 75デシベル 70デシベル

要請限度がない地域 工業専用地域

※「車線」とは、１縦列の自動車（二輪のものを除く。）が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。

　（２）（１）に掲げる道路を除くほか、道路運送法第2第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。
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地域類型 秦野市が指定する用途地域 区域の区分
時間及び要請限度

a区域
（専ら住居の用に供され

る区域）

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

環境省令に基づき秦野
市が定める区域区分

第１種区域

ｂ区域
（主として住居の用に供

される地域）

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
その他の地域

c区域
（相当数の住居と併せて
商業、工業等の用に供さ

れる地域）

※「要請限度」とは、自動車騒音がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損われていると認められるときに、市町村長が県公安委員会に道路交
通法の規定による措置を執るよう要請する際の限度をいう。

第２種区域

※「幹線交通を担う道路に近接する区域」とは、次の車線数の区分に応じ道路の敷地の境界線からの距離により、特定された範囲をいう。

　　第３種区域
　　（近隣商業地域、商業地域、準工業地域）

　　第４種区域
　　（工業地域）

　（１）２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路　１５メートル

　（２）２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路　２０メートル

※「要請限度」は、「騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令（平成12年総理府令第15号）」による。

※「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。

　（１）道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。）

※騒音に係る要請限度の地域の類型を当てはめる地域の指定は、「平成24年4月1日秦野市告示31号及び37号」による。



５－５　秦野市の道路交通振動に係る要請限度

昼間（8時から19時） 夜間（19時から8時）

第１種区域のⅠ

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

第１種区域のⅡ

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
その他の地域

第２種区域のⅠ
近隣商業地域
商業地域
準工業地域

第２種区域のⅡ 工業地域

要請限度がない地域 工業専用地域
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※振動に係る要請限度の地域の類型を当てはめる地域の指定は、「平成24年4月1日秦野市告示33号及び35号」による。

※「要請限度」とは、道路交通振動がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損われていると認められるときに、市町村長が道路管理者に振動
防止のための舗装、維持又は修繕の措置を要請し、又は県公安委員会に道路交通法の規定による措置を執るよう要請する際の限度をいう。

※「要請限度」は、「振動規制法第16条第1項、同法施行規則第12条及び別表第2」による。

区域区分
振動規制法施行規則に基づき秦野市

が定める区域区分
秦野市が指定する用途地域

時間及び要請限度

第１種区域
（良好な住居の環境を保全するため、特
に静穏の保持を必要とする区域及び住居
の用に供されているため、静穏の保持を

必要とする区域）

65デシベル 60デシベル

第２種区域
（住居の用に併せて商業、工業等の用に
供されている区域であつて、その区域内
の住民の生活環境を保全するため、振動
の発生を防止する必要がある区域及び主
として工業等の用に供されている区域で
あつて、その区域内の住民の生活環境を
悪化させないため、著しい振動の発生を

防止する必要がある区域）

70デシベル 65デシベル



１　評価区間全体について

評価区間
の延長

評価対象
住居戸数

No
道路
種別

路線
番号

路線名 （㎞） （戸） （戸） （％） （戸） （％） （戸） （％） （戸） （％）

① 1 1010 東名高速道路 秦野市鶴巻北2-23-6 秦野市西大竹766 60 5.4 863 680 78.8 131 15.2 0 0.0 52 6.0

② 4 62 平塚秦野線 秦野市下大槻372 秦野市河原町2-17 44840 3.3 314 298 94.9 13 4.1 0 0.0 3 1.0

③ 4 71 秦野二宮線 秦野市下落合3-28 秦野市河原町3-55 46010 1.3 398 393 98.7 4 1.0 0 0.0 1 0.3

④ 4 71 秦野二宮線 秦野市西大竹25-1 秦野市西大竹761 46020 0.9 26 26 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

※道路種別　1:高速自動車国道、4:主要地方道(県道)

※調査単位区間番号は、平成27年道路交通センサス番号を示す。

※区間延長は、面的評価支援システムの集計による。

※面的評価の対象は、評価区間の評価範囲（道路端から５０ｍの範囲）内における保全すべき住居等。

２　評価区間のうち近接空間について

評価区間
の延長

住居
戸数

No
道路
種別

路線
番号

路線名 （㎞） （戸） （戸） （％） （戸） （％） （戸） （％） （戸） （％）

① 1 1010 東名高速道路 秦野市鶴巻北2-23-6 秦野市西大竹766 60 5.4 25 18 72.0 3 12.0 0 0.0 4 16.0

② 4 62 平塚秦野線 秦野市下大槻372 秦野市河原町2-17 44840 3.3 65 56 86.2 8 12.3 0 0.0 1 1.5

③ 4 71 秦野二宮線 秦野市下落合3-28 秦野市河原町3-55 46010 1.3 134 134 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

④ 4 71 秦野二宮線 秦野市西大竹25-1 秦野市西大竹761 46020 0.9 9 9 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

３　評価区間のうち非近接空間について

評価区間
の延長

住居
戸数

No
道路
種別

路線
番号

路線名 （㎞） （戸） （戸） （％） （戸） （％） （戸） （％） （戸） （％）

① 1 1010 東名高速道路 秦野市鶴巻北2-23-6 秦野市西大竹766 60 5.4 838 662 79.0 128 15.3 0 0.0 48 5.7

② 4 62 平塚秦野線 秦野市下大槻372 秦野市河原町2-17 44840 3.3 249 242 97.2 5 2.0 0 0.0 2 0.8

③ 4 71 秦野二宮線 秦野市下落合3-28 秦野市河原町3-55 46010 1.3 264 259 98.1 4 1.5 0 0.0 1 0.4

④ 4 71 秦野二宮線 秦野市西大竹25-1 秦野市西大竹761 46020 0.9 17 17 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

※非近接空間とは、評価範囲のうち、近接空間以外の範囲をいう。
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昼間・夜間とも
環境基準値超過

評価区間の始点
の住所

評価区間の終点
の住所

評価区間の始点
の住所

昼間・夜間とも
環境基準値以下

昼間のみ
環境基準値以下

評価区間の終点
の住所

昼間・夜間とも
環境基準値以下

昼間のみ
環境基準値以下

夜間のみ
環境基準値以下

夜間のみ
環境基準値以下
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調査単位
区間番号

調査単位
区間番号

調査単位
区間番号

路　線

路　線

路　線

昼間のみ
環境基準値以下

※近接空間とは、評価範囲のうち、２車線以下の車線を有する道路では道路端から１５ｍまでの範囲、２車線を超える車線を有する道路では道路端から２０ｍまでの範
囲をいう。

昼間・夜間とも
環境基準値超過

夜間のみ
環境基準値以下

昼間・夜間とも
環境基準値超過

５－６ 令和４年度　自動車騒音常時監視結果

評価区間の始点
の住所

評価区間の終点
の住所

昼間・夜間とも
環境基準値以下
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５－７ 令和４年度 自動車騒音常時監視調査地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46020 秦野二宮線 

46010 秦野二宮線  

凡 例 
 
起点  終点 

評価区間 
Ｎｏ.      １ 

  60 
路線名      東名高速道路 
調査地点 

60 東名高速道路 

1 

 

3 

4 

2 

44840 平塚秦野線 


